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(57)【要約】
【課題】凹状の成形品を成形するにあたり、凹状部を形
成する側壁部に傷を付けることなく脱型できるようにす
る。
【解決手段】抜き勾配を１～２０度とし、成形型の表面
粗さがＲａ０．２～２.０μｍとなるようにマット処理
が施された成形型を用いて凹状の成形品を成形する。こ
の表面粗さにより、成形品の表面は全体的に艶消しとな
り、上記抜き勾配により、成形品の表面を傷付けること
なく脱型を行うことができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　型表面が荒らされた凹状成形品の成形型を用い、前記型表面を成形品側に転写させるこ
とで艶消しの人造大理石からなる凹状成形品を製造する方法において、
　前記型表面の荒らされた部分の表面粗さＲａが０．２～２．０μｍであって、抜き勾配
が１～２０度となるＦＲＰ成形型を用い、当該ＦＲＰ成形型に成形材料を注入して硬化後
に脱型することで前記表面粗さが転写されて人造大理石の艶消し成形品を得ることを特徴
とする艶消し凹状成形品の製造方法。
【請求項２】
　前記凹状成形品の深さが１５０ｍｍ～５００ｍｍであることを特徴とする請求項１記載
の艶消し凹状成形品の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、艶消し凹状成形品の製造方法に係り、更に詳しくは、型表面が荒らされた成
形型の型表面を成形品側に転写して、当該成形品の少なくとも凹状部を形成する周壁部若
しくは側壁部を艶消しとする凹状成形品を成形する製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　システムキッチンのシンク、システムバスの浴槽、洗面化粧台の洗面ボウル等に人造大
理石からなる凹状成形品が広く利用されている。これらの凹状成形品は、金属メッキ型、
電鋳型、ＦＲＰ成形型を用いて成形することが行われている。
　上記の凹状成形品を艶消し（マット調）とする手段としては、ブラスト処理や研磨処理
によって型表面を荒らし、これを成形品に転写することが知られている（例えば、特許文
献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第４１３１３１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載された成形品は、ボウル部を光沢面とする一方で、カ
ウンター部を艶消しとするものとなっている。そのため、特許文献１で用いられる金型は
、ボウル部に対応する金型表面を鏡面仕上げする一方、カウンター部に対応する金型表面
をマット調に処理したものが用いられている。
　これは、凹状成形品を脱型する際に、金型の垂直面（型開き方向に沿う面）をマット調
にすると成形品が金型と擦れ、脱型できなかったり、成形品に傷が付いたりすることがあ
るためと考えられる。
　そのため、特許文献１のように、ボウル部の周壁部若しくは側壁部を形成する型表面を
鏡面仕上げとする一方、カウンター部を成形する型表面をマット調にし、脱型時に成形品
の傷付きを生じないようにする必要があり、その結果、成形品の艶消しに部位的な制約が
生じてしまう、という不都合を招来する。
　なお、成形後の成形品を後加工で艶消しにする場合は、型表面をマット調にして転写す
る場合に比べ、生産性が劣り、安定した品質を得るための工数が掛かる、という不都合が
ある。
【０００５】
　［発明の目的］
　本発明はこのような不都合に着目して案出されたものであり、その目的は、成形品の少
なくとも凹状部を形成する周壁部若しくは側壁部を艶消しとし、脱型時に、成形品に傷が
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付くことを回避することのできる凹状成形品の製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明は特許請求の範囲に記載した構成を採用した。すなわ
ち、本発明は、型表面が荒らされた凹状成形品の成形型を用い、前記型表面を成形品側に
転写させることで艶消しの人造大理石からなる凹状成形品を製造する方法において、
　前記型表面の荒らされた部分の表面粗さＲａが０．２～２．０μｍであって、抜き勾配
が１～２０度となるＦＲＰ成形型を用い、当該ＦＲＰ成形型に人造大理石の成形材料を注
入して硬化後に脱型することで前記表面粗さが転写されて艶消し成形品を得る、という手
法を採っている。
　本発明におけるＦＲＰ成形型は、成形品の表面すなわち凹状部の内側面及びこれに連な
るフランジ等の上面を形成する凸型と、成形品の外側面若しくは裏面を形成する凹型とに
より構成することができる。このＦＲＰ成形型の荒らされた部分の表面粗さＲａを０．２
μｍ～２．０μｍとすることで、成形品を艶消しとすることができるとともに、人造大理
石の模様等の表出を良好なものとすることができる。
　また、抜き勾配を１～２０度とすることで、ＦＲＰ成形型内面をマット調にしても、脱
型時に成形型と成形品との間に圧縮エアを流入させ、成形型と成形品との間に空気層を得
ることにより、成形品の表面を傷つけることなく脱型することができる。
【０００７】
　本発明において、前記凹状成形品は、その深さが１５０ｍｍ～５００ｍｍであるものを
対象とすることができる。
　このような範囲の深さに本発明を適用可能とすることで、洗面ボウル付きのカウンター
や、浴槽等、人造大理石からなる成形品に広く適用することができる。
【０００８】
　本発明の製造方法では、樹脂コンパウンドからなるコンパウンド層と、必要に応じて前
記コンパウンド層上に配置され、接着用の樹脂材料が含浸された装飾シートとを備える人
造大理石からなる凹状成形品であって、前記装飾シート上に、光透過性を有するゲルコー
ト樹脂からなり、前記装飾シートを保護する表面側保護層を配置することによって凹状成
形品を製造することができる。この製造方法では、成形用のＦＲＰ成形型の表面を荒らす
ことでマット調にし、それを成形品側に転写させることにより、表面保護層を艶消しとす
る工程が含まれる。型表面を荒らす手法としては、研磨粒子を貼り付けた研磨紙にて研磨
する方法、研磨粒子を圧力で打ち付けるブラスト方法等が挙げられる。
【０００９】
　樹脂コンパウンドは、熱硬化性樹脂または熱可塑性樹脂に、充填剤、柄材、補強材、硬
化剤などの添加剤を配合することにより構成される。熱硬化性樹脂としては、ポリエステ
ル系樹脂、熱硬化型アクリル系樹脂などが挙げられる。また、熱可塑性樹脂としては、ポ
リエステル系樹脂、ポリエチレン系樹脂、ポリスチレン系樹脂、塩化ビニル系樹脂などが
挙げられる。これらの熱硬化性樹脂や熱可塑性樹脂は単独で用いることができるが、必要
に応じて複数種類を併用してもよい。なお、熱硬化性樹脂及び熱可塑性樹脂としては、様
々な色のものを用いることができるが、天然大理石の質感や高級感を得るためには、天然
大理石に近似させた色のものを用いることが好ましい。また、充填材としても、様々なも
のを用いることができるが、アルミナ、水酸化アルミ、硫酸バリウム、シリカ、ガラス粉
、炭酸カルシウム等の無機質フィラー微粉体などを用いることが好ましい。
【００１０】
　樹脂コンパウンドを構成する柄材としては、無機系または有機系の染料や顔料によって
着色されたプラスチック材を粉砕して得られる粒体や、人造大理石、雲母等の天然石を粉
砕して得られる粒体などが挙げられ、様々な色、形状、大きさのものを用いることができ
る。しかし、天然大理石調の外観や高級感を得るためには、天然大理石に近似させた色、
形状、大きさのものを用いることが好ましい。
【００１１】
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　また、装飾シートとしては、ガラス繊維、合成繊維等からなる織布、ガラス繊維、合成
繊維等からなる不織布、印刷・情報用紙、新聞巻取紙等の紙類、塩化ビニル、ＰＥＴ等の
樹脂フィルムなどが挙げられる。これらの中でも、装飾シートとして、ガラス不織布やＰ
ＥＴ等の合成繊維不織布を用いることが好ましい。不織布を用いることで樹脂の含浸性が
良好になり含浸作業がしやすいというメリットがある。
　なお、装飾シートへの装飾の施し方としては、インクジェット印刷やスクリーン印刷等
による印刷、ＵＶや熱による塗装によって装飾を施すことなどが挙げられる。また、装飾
シートが織布である場合、繊維を着色することなどが挙げられる。
【００１２】
　また、接着用の樹脂材料としては、不飽和ポリエステル樹脂、ビニルエステル樹脂及び
熱硬化型アクリル樹脂のうちの少なくとも１つからなるものであることが好ましい。粘度
調整用としてスチレン等のモノマーを追加してもよい。このようにすれば、装飾シートに
接着用の樹脂材料を容易に含浸させることができる。
【００１３】
　更に、表面側保護層の厚さは、０．１５ｍｍ～０．６ｍｍに設定されることが好ましい
。表面側保護層の厚さを０．１５ｍｍ以上に設定することにより、表面側保護層からの装
飾シートの露出を確実に防止することができ、成形品の部位によっては部分的に表面保護
層を荒らす必要が生じたときに、荒らしすぎて表面保護層を喪失させるリスクが小さくな
る。また、表面側保護層の厚さを０．６ｍｍ以下に設定することにより、表面保護層の垂
直面の垂れ防止や、硬化時にクラックの発生を防止することができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、凹状成形品の各部位、特に、ＦＲＰ成形型の型開き方向に沿う部位す
なわち凹状部を形成する周壁部若しくは側壁部に傷を付けることなく艶消し処理された凹
状成形品を提供することができる。
　また、ＦＲＰ成形型の内面を荒らすことでマット調にして、その表面粗さを成形品に転
写させるものであるため、熟練度を要求することなく成形品の艶消し精度を一定に維持す
ることができる。しかも、成形後の成形品の表面保護層を荒らして艶消し成形品を得る場
合に比べ、製造工数を減らすことができ、製造効率を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】は実施例における形状を備えた浴槽の概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施例を比較例とともに説明する。
【００１７】
　（実施例１）
　対象とした成形品は、図１に示す形状を備えた人造大理石からなる浴槽１０である。こ
の浴槽は、凹状部１１を構成する側壁部１２と、当該側壁部１２の図中下端側に位置する
フランジ部１３と、図中上端側に位置する底壁部１４とからなる。深さＤは５００ｍｍと
されている。なお、側壁部１２の抜き勾配（型開閉方向に平行な垂直線に対する傾き）は
、図示のようにフランジ部１３を水平面内に位置させたときに、全周的に等しい２度であ
る。
　図示しないＦＲＰ成形型は、その抜き勾配が２度に設けられたものである。ＦＲＰ成形
型の表面は、＃３２０のブラスト処理によりマット調に設けられ、その表面粗さＲａは０
．４～０．８μｍである。
【００１８】
　成形に際しては、先ず、図示しないＦＲＰ成形型を構成する凸型と凹型の内面に離型剤
を塗布した後に表面保護層を形成する。すなわち、凸型の表面に光透過性を有する透明の
ゲルコート樹脂に硬化剤（化薬アクゾ株式会社製カヤメック）とスチレンモノマーとを混
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【００１９】
　また、凹型の内面には隠蔽用の裏面側保護層を形成した。具体的には、白色のゲルコー
ト樹脂と硬化剤（化薬アクゾ株式会社製カヤメック）とスチレンモノマーとを混合したも
のである。
【００２０】
　表面側保護層及び裏面側保護層を加熱硬化させた後、不飽和ポリエステル樹脂からなる
不織布に印刷を施して構成された装飾シートに不飽和ポリエステル樹脂を接着剤として含
浸させ、これを表面側保護層上の一部または全面に配置し、所定時間加熱して熱硬化させ
た。
【００２１】
　次いで、凸型と凹型の型合わせを行い、注入口より不飽和ポリエステル樹脂１００部に
ガラス粉２００部、硬化剤１部、トナー０．２部を配合したコンパウンド樹脂を注入した
。
　所定時間加熱、硬化させた後、ＦＲＰ成形型の型開きを行い、成形品である浴槽１０を
凸型より脱型する。この際、凸型と成形品との間には、圧縮空気が供給された。
　このようにして得られた浴槽１０についての評価結果を表１に示す。
　実施例１においては、浴槽の脱型を良好に行うことができ、また、目視観察による傷は
認められなかった。
【００２２】
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【表１】

【００２３】
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　（実施例２）
　ＦＲＰ成形型の抜き勾配を５度のものを用いた以外は実施例１と同じ条件で成形を行っ
た。
　その結果は、表１に示すように、実施例１と同様の効果が得られた。
【００２４】
　（実施例３）
　ＦＲＰ成形型の表面を＃３２０のペーパー研磨によりマット調に設けた以外は実施例２
と同じ条件で成形を行った。
　その結果は、表１に示すように、実施例２と同様の効果が得られた。
【００２５】
　（実施例４）
　ＦＲＰ成形型の抜き勾配を６度のものを用いた以外は実施例３と同じ条件で成形を行っ
た。
　その結果は、表１に示すように、実施例３と同様の効果が得られた。
【００２６】
　（実施例５）
　ガラス粉を含まないコンパウンドを用いて実施例４と同じ条件で成形を行った。この実
施例においても実施例４と同様の効果が得られた。
【００２７】
　（実施例６、７）
　ＦＲＰ型の抜き勾配をそれぞれ８度、１８度のものを用いた以外は実施例５と同じ条件
で成形を行った。
　これらの実施例６、７においても実施例５と同様の効果が得られた。
【００２８】
　（比較例１）
　ＦＲＰ成形型の表面を＃４０のペーパーで研磨し、型表面粗さＲａが５～１５μｍとな
るものを用いた。その他の条件は実施例２と同様とした。
　比較例１においては、脱型に際して相対的に時間がかかり、また、製品表面に凹凸の傷
が目視観察された。
【００２９】
　以上の実施例、比較例から明らかなように、本発明によれば、成形品の表面を傷つける
ことなく全体的に艶消しとなった凹状成形品の製造方法を提供することができる。
【符号の説明】
【００３０】
　１０…浴槽、１１…凹状部、１２…側壁部、１３…フランジ部、１４…底壁部
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